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活動報告 

 
2014年10月三木会 



１．本年度の建議書取組方針について 
 

２．日々の活動について （よろず相談所機能の更なる拡充） 

②既進出企業からの問題点の吸い上げ 

  既進出企業との対談、工場訪問 

③TN州関係機関とのコミュニケーション・チャネルの構築 

④個別問題の解決のサポート 

①進出マニュアル／サービスプロバイダーリストの発行 



当委員会では、複数のTN州政府関係機関との間で随時対話が可
能な関係性を構築しつつあり、建議書を通じてではなく、これらの
対話の中で引き続き課題をフォローしていく。 

 中小企業の円滑な進出に資する工業団地等の整備 

⇒・ガイダンスビューロー、SIDCOとの間でコネクションを構築。今後、
両者との直接対話を通じてフォロー。 

  ・工業団地委員会と連携し、SIPCOTに対して働きかけを行う。 

（当委員会が認識している主な課題） 

 事業実施に際し必要な情報の収集 

⇒・ガイダンス・ビューロー、TNPCB、TNEBの協力を得て、随時意

見交換が可能なコネクションを構築。今後も、「よろず相談所」活
動で把握した問題の解決を含め、本枠組を活用。 

  ・他機関とも、今後随時コネクション構築を進めていく。 



①進出マニュアル／サービスプロバイダーリストの発行 

本委員会では、日々の各種活動を通じて把握した情報を踏ま
えつつ、日系企業がチェンナイで新たに工場を設立する場合に
必要となる一連の手続や、拠点設立を支援するサービスプロ
バイダー及び支援内容をまとめた以下の資料を作成。 

今後、JCCICウェブサイトへの掲載等を通じて本資料を公表。 

進出マニュアル（バーチャート） 
 

進出手続チェックリスト 
 

サービスプロバイダーリスト 



〔進出マニュアル（バーチャート）〕 



〔進出手続チェックリスト〕 

進出手続チェックリスト

チェックリスト上の項目
大項目 小項目 細目

合弁契約の締結 特になし 企業次第
合弁による進出の場合、法人設立に先立ち通例作成される契約。 SPリストⅠ-2

会計事務所、法律事務所

基本定款の作成 特になし 企業次第
インド会社法上作成が義務付けられている、会社の基本事項について定められた
もの。

SPリストⅡ-2
会計事務所、法律事務所

付属定款の作成 特になし 企業次第
インド会社法に基づき、会社運営の細則等について定めたもの。 SPリストⅡ-2

会計事務所、法律事務所

取締役認識番号
の取得

インド企業省
Ministry of Corporate Affairs, 

Government of India

3週間
インド企業省が各企業の取締役を識別するために付与する番号。 SPリストⅡ-1

会計事務所、法律事務所

デジタル署名証明書
の取得

インド企業省
Ministry of Corporate Affairs, 

Government of India

4週間
オンライン申請が必要な書類に署名を付するために必要。 SPリストⅡ-1

会計事務所、法律事務所

商号申請
インド企業省会社登記局
ROC (Registrar of Companies)

3週間
新規に設立する現地法人の商号について、当局から承認を得る手続。 SPリストⅡ-3

会計事務所、法律事務所

法人登記申請
インド企業省会社登記局
ROC (Registrar of Companies)

4週間
新たに現地法人を設立する手続。 SPリストⅡ-3

会計事務所、法律事務所

産業企業家覚書
（IEM）申請

インド商工省産業政策
促進局産業支援課

Secretariat for Industrial Assistance 

(SIA), Department of Industrial Policy 

and Promotion (DIPP), Ministry of 

Industry, Government of India

1日

産業ライセンスの取得が不要な業種について、ライセンス免除の確認を得る手続。

SPリストⅡ-3
会計事務所、法律事務所

銀行口座開設 銀行口座開設 金融機関 2週間
資本金入金をはじめ、当地での事業活動上必要な資金管理上必要。 金融機関

（ADカテゴリーⅠ銀行）

海外資金入金報告
インド準備銀行

Reserve Bank of India (RBI）
1ヶ月

海外から資金が入金されたときにインド準備銀行に報告するための手続。 金融機関
（ADカテゴリーⅠ銀行）

株式発行報告 インド準備銀行
Reserve Bank of India (RBI）

1ヶ月
株式が発行されたときにインド準備銀行に報告するための手続。 金融機関

（ADカテゴリーⅠ銀行）

恒久税務番号取得

インド財務省歳入局
所得税部

Income Tax Department, Deparetment 

of Revenue, Ministry of Finance, 

Government of India

2週間

インドの税務当局が納税者を識別するための番号。インド所得税法に基づき取得
義務がある。 SPリストⅡ-1

会計事務所、法律事務所

源泉徴収番号取得

インド財務省歳入局
所得税部

Income Tax Department, Deparetment 

of Revenue, Ministry of Finance, 

Government of India

2週間

インドで源泉徴収を行うために必要となる番号。

SPリストⅡ-1
会計事務所、法律事務所

物品税登録

インド財務省歳入局
物品税・関税委員会

Central Board of Excise and Customs, 

Department of Revenue, Ministry of 

Finance, Government of India

1ヶ月

物品税を納入する製造業者等が必要な登録。

SPリストⅣ-1-e
会計事務所

サービス税登録

インド財務省歳入局
物品税・関税委員会

Central Board of Excise and Customs, 

Department of Revenue, Ministry of 

Finance, Government of India

1ヶ月

サービス税を納入する企業が必要な登録。

SPリストⅣ-1-e
会計事務所

FICG／FCGPR

PAN、TAN取得

手続フロー上の項目
担当当局

想定
所要期間

手続の趣旨 相談先

法人設立手続

法人設立関連

税務番号取得

IEM／産業
ライセンス申請



〔サービスプロバイダーリスト〕 

2014年10月15日時点

JETRO
Fair Consulting 

INDIA
KPMG

Corporate 
Catalyst India Pvt 

Ltd

M.アーナンド
クマール&ア
ソシエイツ会

計事務所

Deloitte 
Touche 

Tohmatsu 
India

Dua 
Associates

AES (India) 
Engineering 

Ltd

Takasago 
Engineering 

India
WellBe Medic PASONA

Chola MS 
General 

Insurance

Chola MS 
Risk Services

ビジネスサポート
センター

コンサルタントサー
ビス

コンサルタントサー
ビス

コンサルタントサー
ビス

コンサルタン
トサービス

コンサルタン
トサービス

コンサルタン
トサービス

エンジニアリ
ング

エンジニアリ
ング

医療サービ
ス

HRサービス 保険会社 保険会社

０．投資、進出決定準備

１．市場調査／経済動向調査 ○ ◎ ◎ ○ ◎

２．進出形態決定調査 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

会社/支店/駐在員事務所/プロジェクト事務所等 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

SEZ/EOU等　（注１） ○ ◎ ◎ ◎ ◎

３．Ｍ＆Ａ／ＪＶ等に関する相談 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎

４．事業スキームや取引スキームの検討サポート ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

取引先に関する各種信用調査 ◎

資金調達に関する相談（出資・増資・外貨借入の規制など） ◎

輸出入関連取引に関する相談 ○

５．進出候補地の選定サポート ○ ◎

Ⅲ．法人設立関連

１、合弁契約書等の作成サポート ◎

２．基本定款（MOA）および付属定款（AOA）作成（注３） ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

３．取締役認識番号（DIN）およびデジタル署名証明書（DSC）登録業務 （注２） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

４．商号申請および法人登記申請 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

５．産業企業家覚書（IEM）／産業ライセンス申請 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

６．会計監査人の選任

７．会社秘書役の選任 ◎

８．銀行口座開設 ◎ ○ ◎ ◎ ◎

９．RBI（インド準備銀行）へのFICG（海外資金入金報告）およびFCGPR（株式発行報告）の手続 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎

１０．各種税務登録

恒久税務番号（PAN）および源泉徴収番号（TAN）の取得業務 （注２） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

物品税登録 (Excise Duty) ◎ ◎

サービス税登録 (Service Tax) ◎ ◎

付加価値税登録 (VAT : Value Added Tax) ◎ ◎

中央販売税登録 (CST : Central Sales Tax) ◎ ◎

１１．輸出入コード登録 (IEC : Import Export Code) ◎ ◎

１２．Registered Importer・First stage dealer登録 ◎

１３．事務所開設サポート

警察署への登録

電話回線申請

１４．外国人居住登録（FRR）（注４）、VISA申請に関するサポート ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

補足

インド・タミルナドゥ州進出に際し必要となる各種手続等に関連するサービスを提供する企業について

○：対応可能な業務領域、◎：特に強みとしている業務領域

法
人
設
立

法
人
設
立
後
の
登
録
及
び
申
請



月一回を目安に、既進出日系企業への訪問・面談を行
い、現在直面している課題や、進出に際して直面した課
題等をヒアリングし、進出を目指している日系企業や同
様の課題に直面している既進出日系企業へのサポート
の参考とする。 

 

これまで、進出済日系企業に御協力頂き、上記課題等
について聴取。 

②既進出企業からの問題点の吸い上げ 

  既進出企業との対談、工場訪問 



TNPCB、TNEB：ジェトロビジネスサポートセンターのセ
ミナーとの連携 
 

ガイダンス・ビューロー：本委員会メンバーによる定期的
な訪問及び情報交換 
 

SIDCO：SIDCO工業団地／レンタル工場建設予定地及
び入居企業の訪問 

③TN州関係機関とのコミュニケーション・チャネルの構築 



工業団地委員会とともに、日本政府が推進する「中小企
業海外展開現地支援プラットフォーム」の構成機関として
参画。個別問題の解決に向けたアドバイスを実施中。 

 

②の活動を通じて把握した課題について、本委員会で
調査を行い、関係企業にアドバイスを実施。 

 

ジェトロビジネスサポートセンターのセミナーを通じて、
日系企業が直面し得る課題解決に有用な情報を発信。 

④個別問題の解決のサポート 


